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○
国
土
交
通
省
告
示
第
三
百
十
七
号

高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
九
条
の
二

第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
旅
客
施
設
及
び
車
両
等
の
移
動
等
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
公
共
交
通
事
業
者
等
の
判
断

の
基
準
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
三
十
一
年
三
月
八
日

国
土
交
通
大
臣

石
井

啓
一

旅
客
施
設
及
び
車
両
等
の
移
動
等
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
公
共
交
通
事
業
者
等
の
判
断
の
基
準

移
動
等
円
滑
化
を
図
る
た
め
に
は
、
旅
客
施
設
及
び
車
両
等
に
つ
い
て
の
ハ
ー
ド
面
の
み
な
ら
ず
、
ソ
フ
ト
面
の
適

切
な
対
応
が
必
要
で
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
公
共
交
通
事
業
者
等
は
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進

に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
そ
の
他
の
法
令
に
基
づ
き
、
そ
の
義
務

を
確
実
に
履
行
す
る
と
と
も
に
、
法
第
八
条
第
三
項
か
ら
同
条
第
六
項
ま
で
の
努
力
義
務
事
項
に
つ
い
て
も
、
移
動
等

国
家
公
安
委
員
会

円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
基
本
方
針
（
平
成
二
十
三
年
総

務

省
告
示
第
一
号
）
及
び
本
告
示
を
踏
ま
え
て
、

国

土

交

通

省

ハ
ー
ド
・
ソ
フ
ト
両
面
か
ら
移
動
等
円
滑
化
の
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。
な
お
、
本
告
示
に

記
載
し
て
い
な
い
取
組
を
制
限
す
る
も
の
で
は
な
い
。

一

公
共
交
通
事
業
者
等
が
達
成
す
べ
き
目
標
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移
動
等
円
滑
化
の
た
め
に
公
共
交
通
事
業
者
等
が
講
ず
る
措
置
に
よ
っ
て
達
成
す
べ
き
目
標
は
、
次
の
と
お
り
と

す
る
。

１

国
及
び
地
方
公
共
団
体
等
の
関
係
者
と
連
携
し
、
移
動
等
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
基
本
方
針
一
２
（
１
）
及

び
（
２
）
に
掲
げ
る
目
標
を
達
成
で
き
る
よ
う
に
、
移
動
等
円
滑
化
を
可
能
な
限
り
実
施
す
る
。

２

高
齢
者
、
障
害
者
等
の
利
用
の
実
態
等
を
鑑
み
、
こ
れ
ら
の
者
の
多
様
な
ニ
ー
ズ
に
応
じ
て
、
こ
れ
ら
の
者
が

公
共
交
通
機
関
を
利
用
し
て
移
動
す
る
た
め
に
必
要
と
な
る
乗
降
に
つ
い
て
の
介
助
、
旅
客
施
設
に
お
け
る
誘
導

そ
の
他
の
支
援
を
受
け
ら
れ
る
環
境
を
可
能
な
限
り
整
備
す
る
。

３

高
齢
者
、
障
害
者
等
の
利
用
の
実
態
等
を
鑑
み
、
こ
れ
ら
の
者
の
多
様
な
ニ
ー
ズ
や
施
設
等
の
用
途
に
応
じ
て

、
こ
れ
ら
の
者
に
対
し
て
、
公
共
交
通
機
関
を
利
用
し
て
移
動
す
る
た
め
に
必
要
と
な
る
情
報
を
可
能
な
限
り
提

供
す
る
。

４

原
則
と
し
て
管
理
職
を
含
む
全
て
の
職
員
に
対
し
て
、
「
共
生
社
会
の
実
現
」
及
び
「
社
会
的
障
壁
の
除
去
」

と
い
っ
た
法
第
一
条
の
二
で
定
め
る
基
本
理
念
（
以
下
「
基
本
理
念
」
と
い
う
。
）
、
事
業
の
遂
行
に
当
た
っ
て

の
移
動
等
円
滑
化
の
必
要
性
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
多
様
な
ニ
ー
ズ
及
び
特
性
並
び
に
事
業
の
用
に
供
す
る
旅

客
施
設
及
び
車
両
等
の
移
動
等
円
滑
化
の
状
況
等
を
理
解
す
る
取
組
を
可
能
な
限
り
実
施
す
る
。
さ
ら
に
、
原
則

と
し
て
旅
客
に
接
す
る
全
て
の
職
員
に
対
し
て
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
が
公
共
交
通
機
関
を
利
用
し
て
移
動
す
る

た
め
に
必
要
と
な
る
支
援
を
行
え
る
よ
う
に
継
続
的
な
教
育
訓
練
を
行
う
。
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二

移
動
等
円
滑
化
の
た
め
に
公
共
交
通
事
業
者
等
が
講
ず
べ
き
措
置

１

旅
客
施
設
及
び
車
両
等
を
公
共
交
通
移
動
等
円
滑
化
基
準
に
適
合
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
措
置

公
共
交
通
事
業
者
等
は
、
法
第
八
条
第
一
項
で
定
め
る
新
設
旅
客
施
設
等
を
公
共
交
通
移
動
等
円
滑
化
基
準
に

適
合
さ
せ
る
と
と
も
に
、
既
存
の
旅
客
施
設
及
び
車
両
等
に
つ
い
て
も
、
一
１
で
掲
げ
る
目
標
を
達
成
す
る
た
め

、
計
画
的
に
、
移
動
等
円
滑
化
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２

高
齢
者
、
障
害
者
等
が
公
共
交
通
機
関
を
利
用
し
て
移
動
す
る
た
め
に
必
要
と
な
る
乗
降
に
つ
い
て
の
介
助
、

旅
客
施
設
に
お
け
る
誘
導
そ
の
他
の
支
援

公
共
交
通
事
業
者
等
は
、
一
２
で
掲
げ
る
目
標
を
達
成
す
る
た
め
、
利
用
者
の
意
思
を
確
認
し
て
、
必
要
に
応

じ
て
、
次
の
措
置
の
実
施
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

イ

旅
客
施
設
、
営
業
所
又
は
案
内
所
に
お
い
て
、
段
差
昇
降
の
支
援
、
声
か
け
、
誘
導
案
内
等
を
実
施
す
る
こ

と
。

ロ

無
人
又
は
小
規
模
の
旅
客
施
設
に
お
い
て
も
、
近
隣
の
主
要
な
旅
客
施
設
か
ら
人
員
を
派
遣
す
る
な
ど
、
旅

客
支
援
を
可
能
な
限
り
行
う
こ
と
。

ハ

旅
客
施
設
に
お
い
て
障
害
者
対
応
型
便
所
等
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
設
備
が
無
く
、
近
隣
の
施
設
に
バ
リ
ア
フ
リ

ー
設
備
が
あ
る
場
合
は
、
当
該
施
設
の
設
備
を
案
内
す
る
こ
と
。

ニ

車
両
等
へ
の
乗
降
又
は
車
内
で
の
移
動
に
つ
い
て
支
援
を
実
施
す
る
こ
と
。



- 4 -

ホ

介
助
支
援
器
具
を
導
入
す
る
こ
と
。

３

高
齢
者
、
障
害
者
等
が
公
共
交
通
機
関
を
利
用
し
て
移
動
す
る
た
め
に
必
要
と
な
る
情
報
の
提
供

公
共
交
通
事
業
者
等
は
、
一
３
で
掲
げ
る
目
標
を
達
成
す
る
た
め
、
必
要
に
応
じ
て
、
次
の
措
置
に
努
め
る
も

の
と
す
る
。

イ

旅
客
施
設
及
び
車
両
等
に
お
い
て
、
当
該
旅
客
施
設
及
び
車
両
等
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
情
報
、
運
行
情
報
等
公

共
交
通
機
関
を
利
用
す
る
上
で
必
要
な
情
報
及
び
緊
急
時
の
情
報
に
つ
い
て
、
案
内
板
、
標
識
、
音
声
案
内
、

筆
談
器
具
を
用
い
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
等
多
様
な
手
段
に
よ
っ
て
、
提
供
す
る
こ
と
。

ロ

旅
客
施
設
及
び
車
両
等
外
で
あ
っ
て
も
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
ア
プ
リ

ケ
ー
シ
ョ
ン
、
外
壁
に
お
け
る
標
識
、
電
話
に
よ
る
問
合
せ
対
応
等
に
よ
り
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
が
支
障
な

く
利
用
で
き
る
よ
う
に
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
。

ハ

視
覚
情
報
と
し
て
大
き
な
文
字
又
は
適
切
な
色
の
組
合
せ
や
書
体
の
使
用
、
図
記
号
又
は
平
仮
名
に
よ
る
併

記
等
を
行
う
こ
と
、
聴
覚
情
報
と
し
て
は
っ
き
り
し
た
音
声
に
よ
り
聞
き
取
り
や
す
く
放
送
す
る
こ
と
等
、
わ

か
り
や
す
く
情
報
提
供
す
る
こ
と
。

４

移
動
等
円
滑
化
を
図
る
た
め
に
必
要
な
教
育
訓
練

公
共
交
通
事
業
者
等
は
、
一
４
で
掲
げ
る
目
標
を
達
成
す
る
た
め
、
必
要
に
応
じ
て
、
次
の
措
置
に
努
め
る
も

の
と
す
る
。
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イ

基
本
理
念
及
び
障
害
を
理
由
と
す
る
差
別
の
解
消
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
六
十
五

号
）
そ
の
他
の
関
連
法
令
に
対
す
る
理
解
を
深
め
、
職
員
の
遵
法
意
識
を
向
上
さ
せ
る
研
修
を
実
施
す
る
こ
と

。
ロ

高
齢
者
、
障
害
者
等
の
多
様
な
ニ
ー
ズ
及
び
特
性
を
理
解
し
、
そ
れ
に
応
じ
た
対
応
方
法
を
習
得
す
る
研
修

を
実
施
す
る
こ
と
。

ハ

自
社
が
事
業
の
用
に
供
す
る
旅
客
施
設
及
び
車
両
等
の
移
動
等
円
滑
化
の
状
況
を
理
解
す
る
取
組
を
実
施
す

る
こ
と
。

ニ

バ
リ
ア
フ
リ
ー
に
関
す
る
設
備
、
備
品
等
の
取
扱
方
法
の
習
熟
の
た
め
、
実
物
又
は
こ
れ
に
類
す
る
も
の
を

使
用
し
た
教
育
訓
練
を
実
施
す
る
こ
と
。

ホ

高
齢
者
、
障
害
者
等
が
参
画
す
る
研
修
を
実
施
す
る
こ
と
。

ヘ

接
遇
に
関
す
る
対
応
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
作
成
す
る
こ
と
。

ト

手
話
の
習
得
や
障
害
者
支
援
に
関
す
る
資
格
の
習
得
等
、
職
員
の
ス
キ
ル
の
向
上
に
つ
な
が
る
取
組
の
実
施

及
び
奨
励
を
行
う
こ
と
。

三

目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
二
で
定
め
る
措
置
と
併
せ
て
講
ず
べ
き
措
置

公
共
交
通
事
業
者
等
が
、
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
、
二
で
定
め
る
措
置
と
併
せ
て
、
次
の
措
置
を
実
施
す
る
こ

と
が
望
ま
し
い
。
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イ

予
約
時
及
び
利
用
時
の
利
便
性
向
上
や
高
齢
者
、
障
害
者
等
以
外
の
利
用
者
に
対
す
る
必
要
な
協
力
の
呼
び
か

け
等
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
が
公
共
交
通
機
関
を
利
用
し
や
す
い
環
境
を
整
備
す
る
こ
と
。

ロ

移
動
等
円
滑
化
基
本
方
針
及
び
基
本
構
想
の
作
成
や
交
通
結
節
点
に
お
け
る
施
設
整
備
、
旅
客
支
援
及
び
情
報

提
供
に
関
し
て
関
係
者
と
連
携
す
る
こ
と
等
に
よ
り
、
移
動
の
連
続
性
に
配
慮
す
る
こ
と
。

ハ

移
動
等
円
滑
化
の
た
め
の
措
置
に
関
し
、
事
前
の
検
討
段
階
や
事
後
の
評
価
段
階
に
お
い
て
高
齢
者
、
障
害
者

等
の
意
見
を
聴
く
な
ど
、
可
能
な
限
り
そ
の
意
見
を
反
映
さ
せ
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

ニ

外
部
の
視
点
を
取
り
入
れ
つ
つ
、
現
状
の
課
題
を
分
析
し
、
中
期
的
な
対
応
方
針
を
定
め
た
う
え
で
、
Ｐ
Ｄ
Ｃ

Ａ
サ
イ
ク
ル
を
適
切
に
回
し
、
計
画
的
に
移
動
等
円
滑
化
を
実
施
す
る
こ
と
。

ホ

社
内
に
移
動
等
円
滑
化
に
関
す
る
責
任
者
を
置
く
な
ど
移
動
等
円
滑
化
の
推
進
体
制
を
構
築
す
る
こ
と
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


